
た
が
、
氏
の
真
意
を
そ
こ
ね
曲
解
し
た
点
が
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と

お
そ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
恕
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な

お
氏
が
本
書
の
正
誤
表
を
『
月
刊
歴
史
』
三
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
申

添
え
て
お
く
。

（
A
5
判
　
四
〇
【
頁
　
一
九
七
一
年
四
月
東
京
大
学
鵬
版
会
定
価
二
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
広
島
大
学
助
教
授
。
広
島
山

望
田
幸
男
著

『
近
代
ド
イ
ツ
の
政
治
構
造
』千

代
田

寛
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十
九
世
紀
ド
イ
ツ
史
上
の
両
大
事
件
で
あ
る
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
と

一
八
七
一
年
の
帝
國
建
設
に
対
し
、
そ
の
中
間
に
あ
る
連
環
と
も
い
う
べ
き

プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
紛
争
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
構
造
論
の
視
点

か
ら
、
新
し
い
光
を
与
え
る
こ
と
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
ド
イ

ツ
の
政
治
構
造
の
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
一
本
書
の
狐
い
は
、
以
上
に
あ

る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
狙
い
を
達
成
す
る
た
め
に
、
政
治
学
の
成
果
・
方
法

の
摂
取
と
と
も
に
、
様
々
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
出
発
点
と
な
る
の
は
「
近
代
と
現
代
と
の
非
連
続
性
の
承
認
」
　
（
三
一
〇

頁
）
で
あ
り
、
名
望
家
政
治
段
階
と
大
衆
民
主
主
義
段
階
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の

時
期
を
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
学
的
歴
史
的
発
展
の
シ
ェ
ー
マ

と
も
い
う
べ
き
構
想
は
、
講
座
派
的
な
発
想
に
対
す
る
批
判
（
参
考
、
望
田

幸
男
「
比
較
近
代
史
の
論
理
一
日
本
と
ド
イ
ッ
ー
…
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

昭
和
四
五
年
、
と
く
に
一
七
三
頁
以
下
）
、
な
ら
び
に
大
衆
民
主
主
義
論
や
大

衆
社
会
論
の
批
判
的
摂
取
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、

ビ
ス
マ
ル
ク
帝
国
と
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
と
は
構
造
的
な
根
違
を
示
す
。
岡
時

に
、
西
欧
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
と
ヂ
イ
ツ
と
の
差
違
－
名
望
家
政
治
家
か

ら
大
衆
民
主
主
義
へ
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
（
或
は
一
般
的
規
定
性
）
は
、
近
代

ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
一
定
の
修
正
・
変
容
を
加
え
た
上
で
適
用
さ
れ
ね
ば
な



証書

ら
な
い
点
f
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
講
座
派
的
な
「
後
進
性
」
的
発
想
に

よ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
憲
法
体
制
」
と
い
う
分
析
視
点
の
設
定
、
す
な
わ

ち
プ
ロ
イ
セ
ン
欽
定
憲
法
体
制
の
運
動
法
則
と
い
う
特
殊
プ
ロ
イ
セ
ン
的
規

定
性
が
分
析
視
点
と
し
て
す
え
ら
れ
て
い
る
。
　
「
憲
法
体
制
」
と
い
う
分
析

視
点
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
憲
法
典
そ
の
も
の
の
具
体
的
内
容
と
そ
の
構
造

－
が
問
わ
れ
、
そ
し
て
そ
の
糠
…
造
的
特
質
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
憲
法
解
釈
原
理

　
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
が
論
理
的
必
然
的
に
導
出
さ
れ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ

…
…
つ
い
で
欽
定
憲
法
が
現
実
政
治
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
示
す
憲
法
現
実

　
〔
憲
法
の
実
際
の
姿
〕
の
論
理
が
究
明
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
総
体
的
把
握
の
う

え
に
、
欽
定
憲
法
体
制
の
論
理
が
確
定
さ
れ
る
」
（
五
〇
頁
）
。
な
お
政
治
構

造
と
は
「
政
治
過
程
と
国
家
〔
政
治
〕
制
度
と
の
中
間
に
あ
っ
て
、
個
々
の
政

治
行
動
や
政
治
的
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
規
制
し
て
い
く
枠
組
な
の
で
あ
る
」

（
五
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
欽
定
憲
法
体
制
と
い
う
特
殊
規

定
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
近
代
を
翠
微
づ
け
る
「
名
望
家
政
治
段
階
」
は
、
　
「
市
民
革
命
以
後
、
貴

族
・
地
主
層
の
専
断
的
支
配
が
、
第
一
次
産
業
革
命
の
進
行
に
と
も
な
う
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
解
放
に
よ
っ
て
崩
れ
玄
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
始

ま
」
り
（
六
頁
）
、
「
産
業
の
重
心
が
軽
工
業
よ
り
重
工
業
へ
と
移
行
し
は
じ

め
、
鉄
鋼
生
産
の
飛
躍
的
増
大
、
動
力
と
し
て
の
電
気
エ
ネ
ル
ギ
…
の
導
入

な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
、
　
い
わ
ゆ
る
『
第
二
次
産
業
革
命
』
の
進
行
を
契
機

と
す
る
」
「
大
衆
昆
主
主
義
段
階
」
1
「
政
治
制
度
と
し
て
は
普
通
選
挙
制

の
実
施
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
・
地
方
の
政
治
機
構
の
民
主
化
を
条
件
と
す

る
」
1
へ
の
移
行
で
終
る
（
七
頁
）
。
な
お
「
名
望
家
層
と
い
う
タ
ー
ム
」

は
、
　
「
実
体
概
念
と
し
て
〔
の
〕
…
…
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
に
対
し
、
こ
の

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
支
配
体
制
内
に
割
込
み
、
貴
族
・
地
主
層
と
合
体
し

て
『
教
養
と
財
産
』
あ
る
階
層
…
…
と
し
て
、
中
央
・
地
方
の
統
治
の
地
平

に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
」
こ
と
を
示
す
「
機
能
概
念
」
　
（
六
頁
）
で
あ
る
。
従

っ
て
、
基
本
的
に
は
、
政
治
機
能
の
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
も

い
え
よ
う
。

　
実
例
に
つ
い
て
み
る
と
、
名
望
家
政
治
段
階
で
展
開
さ
れ
た
ビ
ス
マ
ル
ク

の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
　
「
大
衆
民
主
主
義
の
段

階
と
は
異
な
っ
た
…
…
歴
史
的
特
質
を
も
つ
」
の
で
あ
る
。
　
「
ビ
ス
マ
ル
ク

の
視
圏
に
は
い
る
も
の
は
、
国
内
で
は
名
望
家
層
で
あ
り
、
国
外
で
は
政
治

の
ト
ッ
プ
・
レ
ベ
ル
の
個
人
・
集
団
で
あ
り
、
ま
さ
に
名
望
家
政
治
構
造
下

の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
と
断
じ
う
る
」
　
（
二
二
一
頁
）
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
マ
　
ス

従
っ
て
「
『
大
衆
』
の
位
置
は
、
彼
ら
を
体
制
内
に
お
け
る
政
治
的
同
権
者

1
1
一
欄
の
政
治
主
体
と
し
て
で
は
な
く
、
体
制
の
外
側
に
お
か
れ
、
　
『
上
』

か
ら
の
操
作
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
客
体
的
存
在
と
し
て
の
地
位
し
か
あ

た
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
対
策
方
法
も
、

ト
ッ
プ
・
レ
ベ
ル
に
お
け
る
秘
密
折
衝
と
か
、
議
会
内
の
名
望
家
諸
政
党
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
ス

の
取
引
き
と
か
を
主
要
手
段
と
し
、
　
『
大
衆
』
そ
の
も
の
〔
の
〕
渦
中
に
喰

い
い
り
、
わ
け
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ビ
ス

マ
ル
ク
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
対
象
に
下
層
大
衆
が
ふ
く
ま
れ
て
い

た
と
し
て
も
、
大
衆
罠
主
主
義
下
に
お
け
る
『
大
衆
操
作
』
の
問
題
と
は
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ

的
に
異
な
り
、
下
層
大
衆
は
、
名
望
家
層
内
部
の
個
人
と
集
団
と
い
う
戦
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
対
象
と
課
題
に
附
随
す
る
戦
術
的
対
象
と
課
題
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
　
（
二

二
九
－
三
〇
頁
。
な
お
傍
点
は
原
文
に
よ
る
）
。
そ
れ
故
、
社
会
政
策
上
の

核
心
的
問
題
で
あ
る
「
団
体
の
自
由
」
に
つ
い
て
も
、
　
「
団
結
強
制
」
に
対

す
る
罰
則
が
、
状
況
の
変
化
と
と
も
に
導
入
さ
れ
て
、
団
結
法
は
「
い
わ
ば

労
働
者
に
自
由
を
あ
た
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
秩
序
の
枠
内
に
彼
ら
を
封
じ
こ
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め
よ
う
と
し
た
嶺
初
の
意
麟
か
ら
は
な
れ
、
む
し
ろ
彼
ら
を
体
制
外
に
は
じ

き
だ
し
、
将
来
に
お
け
る
社
会
不
安
の
根
源
を
醸
成
し
た
の
で
あ
る
」
（
二

二
九
頁
）
。

　
本
書
は
、
方
法
・
用
語
の
問
題
と
研
究
史
を
収
め
た
序
章
、
プ
ロ
イ
セ
ン

憲
法
紛
争
を
呼
び
出
さ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
二
つ
の
原
理
を
内
包
し
た
プ

ロ
イ
セ
ン
欽
定
憲
法
体
制
の
成
立
と
そ
の
論
理
、
す
な
わ
ち
、
名
望
家
政
治

の
国
法
的
枠
組
を
、
三
月
革
命
と
そ
の
帰
結
の
考
察
を
通
じ
て
解
明
し
た
第

一
章
、
欽
定
憲
法
体
制
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
が
赤
裸
々
に
あ
ら
わ
れ
、
名

望
家
政
治
内
部
で
貴
族
・
ユ
ン
カ
：
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
激
烈
な
政
治

的
争
覇
戦
を
ひ
き
超
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
紛
争
期
を
主
要
素
材
と
し
て
名

望
家
政
治
の
動
態
分
析
を
行
な
う
第
二
章
、
名
望
家
政
治
の
静
態
的
構
造
の

分
析
、
す
な
わ
ち
、
個
人
・
集
団
の
行
動
の
舞
台
そ
の
も
の
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
分
析
に
よ
っ
て
、
動
態
駒
現
象
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
政
治
構
造
的
枠
組

を
考
察
し
た
第
三
章
、
そ
れ
に
簡
潔
な
結
語
な
ら
び
に
地
図
と
人
名
・
事
項

索
引
か
ら
な
っ
て
い
る
。
　
「
第
二
章
　
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
紛
争
－
名
望
家

政
治
の
動
態
分
析
」
を
中
心
と
し
、
こ
の
条
件
を
言
意
し
た
も
の
と
し
て

「
第
一
章
プ
ロ
イ
セ
ン
欽
定
憲
法
体
制
の
論
理
－
名
望
家
政
治
の
国
法

的
枠
組
」
が
、
第
二
章
で
の
動
態
分
析
の
裏
付
け
を
な
す
も
の
と
し
て
「
第

三
章
　
名
望
家
政
治
の
静
態
的
構
造
扁
が
配
遣
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
一
章
は
コ
　

憲
法
制
定
の
政
治
過
程
」
i
「
二
　
欽
定
憲
法
体
制
の

論
理
と
名
望
家
政
治
」
　
（
な
お
小
郡
繊
は
省
略
）
か
ら
な
る
。
三
月
革
命
の

結
果
成
立
し
た
一
八
五
〇
年
の
「
プ
ロ
イ
セ
ン
欽
定
憲
法
体
制
」
は
、
結
局
、

「
自
由
派
が
当
初
よ
り
掲
げ
て
き
た
政
治
目
標
の
達
成
、
す
な
わ
ち
大
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
解
放
の
進
展
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
由

・
保
守
両
派
の
対
民
主
派
共
同
フ
ロ
ン
ト
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
」
（
四
穴
頁
）
。
ハ
ラ
ー
流
の
家
産
国
家
論
を
克
服
し
た
シ
ュ
タ
ー
ル
の
保

守
的
野
家
論
の
憲
法
論
と
、
自
由
派
ハ
ソ
ゼ
マ
ソ
の
そ
れ
と
の
「
構
造
的
間

一
性
」
（
四
〇
頁
）
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
　
い
ず
れ
も
【
方
に
強
大
な
国
王
大

権
の
温
存
、
他
方
に
議
会
制
度
の
導
入
、
原
理
的
に
い
え
ば
、
磐
主
主
義
原

理
と
議
会
主
義
原
理
と
の
二
元
的
併
存
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
欽
定
憲
法
体
制
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
講
座
派
の
い
う
よ
う
な
『
変

装
せ
る
絶
．
対
齎
主
制
』
で
は
な
く
て
、
『
君
主
主
義
的
憲
体
制
』
で
あ
っ
た

（
鼠
穴
－
七
頁
）
。
こ
の
憲
法
体
制
の
一
環
を
な
す
「
三
級
選
挙
制
度
は
、
第

一
等
級
者
層
に
有
利
な
制
度
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
等
級
へ
の
帰
属
率
が
、

ま
ず
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
つ
い
で
大
土
地
所
有
者
層
と
い
う
順
位
に
な
り
う

る
」
　
（
六
二
頁
）
も
の
で
あ
っ
た
。
五
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
産
業
革
命
の
進
行

に
と
も
な
い
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
担
税
能
力
の
増
大
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま

す
そ
の
傾
向
は
強
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
三
級
選
挙
制
度
が
、
保
守
派

が
自
由
派
へ
譲
歩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
事
惜
を
反
映
し
て
い
る
と

と
も
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
も
ふ
く
む
有
産
者
層
一
般
に
有
利
な
名
望
家

的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
民
主
派
に
対
し
自
由
派
と
保
守
派
と
が
共
同
フ
ロ
ン
ト
を
形

成
す
る
こ
と
で
収
捻
さ
れ
た
三
月
革
命
の
結
果
は
、
自
由
派
に
と
っ
て
は
成

果
で
あ
っ
た
し
、
ド
イ
ツ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
革
命
前
か
ら
帰
結
に
至

る
ま
で
一
貫
し
て
自
己
主
張
を
な
し
た
。
　
「
ド
イ
ツ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の

『
妥
協
説
』
は
、
後
世
か
ら
み
て
彼
ら
の
政
治
的
糾
弾
の
た
め
に
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
客
観
的
な
歴
史
的
評
価
と
は
い
い
が
た
い
」
　
（
三
二
頁
）
の

で
あ
る
。

　
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
体
制
は
、
君
主
主
権
と
猫
脚
主
権
（
具
体
的
に
い
え
ぼ

議
会
主
権
）
と
い
う
他
方
を
否
定
な
い
し
は
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
不
可
避
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的
な
志
向
性
を
も
つ
原
理
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
　
「
必
然
的
に
こ
れ
ら

二
つ
の
政
治
原
理
の
対
抗
・
抗
争
を
呼
び
お
こ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
」
　
〈
五

八
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
看
主
制
は
、
基
本
的
に
は
議
会
主

権
の
体
制
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
弁
理
憲
法
体
制
は
、
貴
族
・
ユ
ン
カ
ー
一

国
王
大
権
の
拡
大
・
強
化
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
ー
議
会
権
限
の
拡
大
、
こ

の
二
方
向
の
間
に
争
覇
戦
を
必
然
的
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
…
は
、
　
「
三
月
所
得
」
の
う
え
に
、
貴
族
・
ユ
ン
カ
ー
に
対
す
る
優

越
性
の
獲
得
を
め
ざ
す
。
こ
れ
に
対
し
保
守
陣
営
は
、
シ
ニ
タ
ー
ル
の
理
論

が
代
表
す
る
よ
う
に
、
市
民
的
貴
族
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貴
族
主
義

的
政
治
体
制
を
再
編
し
、
自
由
主
義
の
否
定
的
面
を
衝
い
て
、
保
守
勢
力
と

下
層
大
衆
に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
挾
繋
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
、
　
「
一
　
憲
法
紛
争
前
史
」
・
「
二
　
統
帥
権
独
立
の
論
理
と
活

動
」
・
コ
黒
　
ド
イ
ツ
進
歩
党
の
解
体
と
国
民
自
由
党
の
成
立
」
・
「
四
　
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
名
望
家
政
治
」
・
「
五
　
ビ
ス
マ
ル
ク
に
お
け
る
レ
ア
ル
・
ポ

リ
テ
ィ
ー
ク
」
か
ら
な
る
。
反
動
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
下
院
は
、
保
守
勢
力
・

官
僚
勢
力
の
、
軍
需
す
れ
ば
、
た
ん
に
名
望
家
層
一
周
頃
支
配
と
い
う
よ
り

も
、
ま
さ
に
貴
族
・
ユ
ン
カ
ー
優
位
の
名
望
家
政
治
体
制
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。
産
業
革
命
の
進
行
に
よ
り
、
r
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
自
由
貿
易
運
動
の

昂
揚
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
保
守
的
政
府
も
そ
の
政
策
を
転
換
せ
ざ
る
を

え
な
い
よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
い
た
。
し
か
し
「
新
耳
翼
」
は
、
保
守
派
内

部
の
確
執
と
矛
盾
を
起
点
に
し
て
「
上
」
か
ら
こ
ろ
が
り
こ
ん
で
き
た
も
の

で
あ
っ
た
。
王
弟
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
国
王
と
の
対
立
を
き
わ
立
た
せ
る
た

め
に
自
由
主
義
よ
り
の
ポ
ー
ズ
を
と
り
、
摂
政
問
題
で
憲
法
を
擁
護
す
る
立

場
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
軍
人
的
気
質
と
反
革
命
精
神
と
の
結
合

物
で
あ
る
摂
政
と
自
由
主
義
と
の
同
床
異
夢
が
長
続
き
す
る
は
ず
は
な
か
っ

た
。

　
保
守
派
の
反
撃
は
、
悶
二
軍
事
大
権
一
統
帥
権
を
盾
に
開
始
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
紛
争
を
、
統
帥
権
独
立
の
問
題
か
ら
分
析
す
る
と
、

国
玉
軍
事
大
権
の
拡
大
（
統
舳
権
独
立
）
の
方
向
薩
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

政
治
的
代
表
は
E
・
v
・
マ
ソ
ト
イ
フ
ェ
ル
と
、
軍
隊
へ
の
議
会
の
コ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヴ
イ
リ
ァ
ソ
サ
コ
ソ
ト
ロ
ヨ
ル

ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
（
文
民
優
位
制
）
方
向
1
1
自
由
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
・
ロ
ー
ン
路
線
は
、
対
立
す
る
原

理
の
い
ず
れ
に
も
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
憲
法
紛
争
は
、
議
会
反

対
派
と
ビ
ス
マ
ル
ク
の
対
立
で
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
君
主
主
義
的
専
制
主

義
思
想
に
よ
る
マ
ソ
ト
イ
フ
ェ
ル
路
線
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
路
線
の
前
に
挫
折

す
る
と
と
も
に
、
「
自
由
主
義
の
メ
イ
ン
・
カ
レ
ン
ト
が
、
も
は
や
争
覇
戦

に
お
け
る
勝
利
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
『
体
制
内
化
』
ー
ビ

ス
マ
ル
ク
与
党
の
道
を
志
向
す
る
、
と
い
う
帰
結
に
到
っ
た
の
で
あ
る
」

（一

Z
七
i
八
頁
）
。

　
こ
の
間
の
事
悩
が
、
一
方
で
は
、
三
期
に
分
け
て
考
察
さ
れ
た
統
帥
権
独

立
の
努
力
－
自
由
主
義
的
陸
軍
大
臣
ボ
イ
エ
ン
の
軍
事
内
局
長
マ
ン
ト
イ

フ
ェ
ル
に
対
す
る
敗
北
・
ロ
ー
ン
の
陸
軍
大
臣
就
任
と
「
新
時
代
」
内
閣
の

倒
壊
・
ビ
ス
マ
ル
ク
首
相
就
任
…
一
と
、
他
方
に
お
け
る
四
期
に
分
け
て
考

察
さ
れ
た
自
由
主
義
の
メ
イ
ン
・
カ
レ
ン
ト
の
旋
回
1
「
新
時
代
」
自
由

主
義
の
逸
機
と
孤
立
・
進
歩
党
の
躍
進
と
穏
健
自
由
主
義
の
後
退
・
対
デ
ン

マ
ー
ク
戦
争
と
自
由
主
義
内
部
で
の
急
進
的
理
念
派
の
優
勢
の
崩
壊
・
普
填

戦
争
と
進
歩
党
の
解
体
と
国
民
自
由
党
の
成
立
－
1
を
基
軸
と
し
て
詳
述
さ

れ
て
い
る
。

　
軍
事
内
局
は
、
マ
ソ
ト
イ
フ
ェ
ル
の
後
退
以
後
は
、
何
ら
の
政
治
的
役
割

も
演
じ
な
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
瀬
瀬
本
部
が
二
度
の
戦
争
を
通
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じ
、
軍
事
指
導
の
体
系
を
握
る
よ
う
に
な
り
、
政
治
指
導
体
系
と
、
軍
政
二

元
構
造
が
姿
を
変
え
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
軍
致
の
二
元
的
圏
家
構
造

・
体
制
は
、
た
ん
な
る
「
軍
」
と
「
政
」
と
の
分
業
関
係
で
は
な
く
、
ま
た

迫
り
く
る
議
会
主
義
化
か
ら
軍
隊
を
守
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
君
主
主
義

的
専
制
主
義
と
議
会
主
義
と
の
潮
流
の
間
の
相
克
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
自

己
を
貫
徹
し
え
な
か
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

　
憲
法
紛
争
期
に
あ
っ
て
自
由
主
義
の
大
勢
を
一
貫
し
て
リ
ー
ド
し
て
き
た

の
は
、
進
歩
党
と
中
央
左
派
で
あ
る
が
、
こ
の
二
党
派
は
、
急
進
的
理
念
主

義
的
傾
向
の
強
い
ヴ
ァ
ル
デ
ッ
ク
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
改
良
的
現
実
主
義
的
傾

向
の
濃
い
ジ
ー
ベ
ル
の
グ
ル
；
プ
ま
で
一
こ
れ
は
四
つ
の
リ
ー
ダ
ー
の
類

型
に
大
別
さ
れ
、
さ
ら
に
急
進
的
理
念
派
（
四
八
年
革
命
以
来
の
民
主
派
型
）

と
改
良
的
現
実
派
（
四
八
年
草
叢
以
来
の
自
由
派
型
・
政
治
的
現
実
派
型
・

経
済
的
現
実
懸
鼻
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
一
考
察
さ
れ
て
い
る
。
改
良
的
現

実
派
は
、
政
治
に
お
け
る
現
爽
な
ら
び
に
経
済
に
お
け
る
そ
れ
を
発
想
の
起

点
に
も
っ
こ
と
で
二
つ
に
区
別
さ
れ
る
。
後
景
の
場
合
、
ド
イ
ツ
国
内
市
場

の
統
一
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
も
っ
ぱ
ら
関
心
が
あ
り
、
反
政
府
闘
争
に
勝

利
し
え
な
か
っ
た
進
歩
党
に
恰
好
な
退
却
路
を
準
備
し
た
。

　
政
府
の
対
内
的
強
圧
策
と
ユ
ン
カ
ー
・
ビ
ス
マ
ル
ク
へ
の
根
強
い
不
信
に

支
え
ら
れ
た
反
政
府
勢
力
の
一
体
性
も
、
普
填
戦
争
に
よ
っ
て
一
挙
に
分
断

さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
に
す
で
に
、
改
良
的
現
実
派
の
議
会
運
営
に
お

け
る
イ
ニ
シ
ャ
チ
ー
プ
の
確
立
・
ビ
ス
マ
ル
ク
評
価
の
変
動
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
高
潮
の
中
で
の
「
自
由
」
か
ら
「
統
一
」
へ
の
自
由
主
義
的
信
条
の

動
揺
は
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
窮
後
承
諾
法
案
を
め
ぐ
っ
て
進
歩
党
は
ほ
ぼ
真
二
つ
に
分
裂
し
た
。

「
ド
イ
ツ
進
歩
党
の
形
成
・
興
隆
・
解
体
を
中
軸
に
し
た
圏
民
自
由
党
成
立

の
プ
ロ
セ
ス
は
馬
民
主
派
型
の
排
除
の
う
え
に
、
自
由
派
型
、
政
治
的
現
実

派
と
経
済
的
現
実
派
型
、
さ
ら
に
非
プ
ロ
イ
セ
ン
地
域
の
国
民
自
由
主
義
者
、

こ
れ
ら
の
相
乗
作
用
の
展
開
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
展
開
の
う
ち
に
、

自
由
主
義
の
メ
イ
ン
・
カ
レ
ン
ト
は
、
改
良
主
義
・
現
実
主
義
・
国
民
主
義

の
方
向
に
流
れ
を
旋
回
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
も
は
や
現
存
体
制
を

大
き
く
改
革
せ
ん
と
す
る
意
欲
は
も
た
ず
、
そ
の
枠
内
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
イ

ン
タ
レ
ス
ト
を
充
足
さ
せ
て
い
く
こ
と
、
政
府
批
判
の
限
界
も
そ
こ
に
お
か

れ
た
の
で
あ
る
。
三
月
革
命
以
来
、
『
新
時
代
』
、
憲
法
紛
争
を
通
じ
て
低
迷

し
て
き
た
ド
イ
ツ
政
治
の
運
行
の
ル
…
ル
は
、
新
た
に
こ
の
よ
う
に
設
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
」
（
一
六
三
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
政
治
的
安
定

の
も
つ
「
負
」
の
問
題
性
に
注
目
し
、
政
治
的
安
定
の
ド
イ
ツ
的
特
質
の
一

つ
を
杷
握
す
る
た
め
に
、
著
名
な
自
由
主
義
的
歴
史
家
パ
ゥ
ム
ガ
ル
テ
ソ
の

自
己
批
判
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
課
題
を
解
決
で
き
な
か
っ

た
自
由
主
義
は
、
自
由
よ
り
統
一
、
政
治
よ
り
経
済
を
と
ら
ざ
る
を
え
ず
、

国
民
自
由
党
の
成
立
が
ま
さ
に
こ
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
収
拾
の
さ
れ
か
た
に
終
っ
た
政
治
紛
争
期
の
解
明
に
は
、
ナ

シ
訟
ナ
ル
な
思
考
の
分
析
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題

（
六
三
年
）
の
段
階
で
は
原
理
的
思
考
に
止
ま
っ
た
対
立
一
民
族
自
決
論

と
国
際
的
政
治
力
学
出
癖
へ
の
レ
ア
ル
な
対
応
－
も
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ

・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
問
題
（
六
四
・
五
年
）
の
段
階
で
は
政
策
レ
ベ
ル
に
も

顕
在
し
、
ケ
ー
ニ
ヒ
グ
レ
ー
ツ
の
勝
利
（
六
六
年
）
の
の
ち
は
、
組
織
的
分

裂
は
蒋
間
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
民
主
派
リ
ー
ダ
；
に
あ
っ
て
も
、

労
働
者
運
動
よ
り
も
、
改
良
的
現
実
派
が
代
表
す
る
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と

の
連
帯
を
志
向
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
土
地
と
資
本
」
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を

貫
徹
さ
せ
よ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
進
歩
党
に
あ
っ
て
も
国
内
の
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自
由
主
義
的
改
革
を
先
行
さ
せ
ん
と
し
た
民
主
派
的
原
理
的
発
想
を
圧
倒
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
労
働
者
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ

て
方
向
づ
け
ら
れ
、
労
働
者
層
の
政
治
的
解
放
の
た
め
の
強
烈
な
国
内
変
革

を
追
求
す
る
政
治
勢
力
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
課
題
は

関
心
の
外
に
あ
っ
た
。
　
「
六
〇
年
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
視
認
に
は
、
労

働
者
層
は
は
い
っ
て
お
ら
ず
、
財
産
と
教
養
の
あ
る
階
層
腱
名
望
家
層
こ
そ

が
、
そ
の
担
い
手
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
名
望
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
を
も
つ
と
い
え
」
る
の
で
あ
る
（
｝
九
六
頁
）
。

　
名
望
家
政
治
体
糊
を
ふ
た
た
び
安
定
の
レ
…
ル
に
の
せ
る
う
え
で
、
大
き

な
役
割
を
果
し
た
ビ
ス
マ
ル
ク
の
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
も
、
従
来
の
ユ

ン
カ
ー
的
権
力
人
と
国
民
的
政
治
家
と
い
っ
た
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の

ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
解
明
と
い
う
視
角
か
ら
詳
し
い
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ビ
ス
マ
ル
ク
に
と
っ
て
中
蓋
に
す
え
ら
る
べ
き
も
の
は
、
芳
草
命
な
ど
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
国
家
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
で
あ
り
、
肝
要
な
の
は
生

起
し
て
く
る
諸
状
況
を
自
国
の
利
益
に
利
用
し
う
る
地
点
に
畠
ら
を
お
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
　
「
状
況
へ
の
薄
応
の
歴
史
」
　
（
二
一
九
頁
）

こ
そ
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
営
為
を
貫
ぬ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に

紹
介
し
た
如
く
、
そ
れ
は
、
名
望
家
政
治
段
階
に
限
定
さ
れ
た
レ
ア
ル
・
ポ

リ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
っ
た
。

　
第
三
章
の
構
成
は
、
　
コ
　
社
会
各
層
に
お
け
る
政
治
化
の
限
界
」
・
「
二

下
院
お
よ
び
各
党
派
の
社
会
的
構
成
」
・
「
三
　
政
党
の
組
織
構
造
」
か
ら
な

っ
て
い
る
。
公
教
育
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
実
状
の
検
討
か
ら
は
じ
ま
り
、
多

く
の
統
計
資
料
に
よ
っ
て
考
察
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
下
層
大
衆
の
政
治

的
関
心
は
き
わ
め
て
低
く
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
有
産
者
層
に
お
い
て
も
、

政
治
的
無
関
心
は
お
お
い
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
平
均
投
票
率
が
、

プ
ロ
イ
セ
ン
下
院
の
場
合
最
高
三
四
・
三
％
で
あ
っ
た
こ
と
に
端
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。
公
教
育
の
粗
放
さ
、
新
聞
の
普
及
度
の
低
さ
は
、
紛
争
に
コ
、
ミ

ヅ
ト
し
え
た
社
会
層
が
、
議
会
各
党
派
と
そ
れ
が
代
弁
す
る
名
望
家
の
㎜
定

範
囲
の
部
分
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
間
接
制
を
伴
う
三
級
選
挙
制
度
は
、
第
一
等
級
の
一
票
が
、
第
二
等
級
の

二
・
七
倍
、
第
三
等
級
の
一
七
・
六
倍
の
効
力
を
も
ち
、
普
通
制
を
採
用
し

て
い
る
と
し
て
も
、
財
産
資
格
に
も
と
つ
く
制
限
選
挙
制
と
同
質
の
機
能
を

発
揮
し
、
第
三
等
級
の
投
票
行
動
参
加
が
い
ち
じ
る
し
く
低
率
で
あ
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
名
望
家
的
政
治
構
造
を
増
幅
さ
せ
た
。
ま
た
、
議
員
に
対
す
る

歳
費
支
給
の
欠
如
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
か
な
り
長
い
間
滞
在
し
う
る
階
層
に
実

質
上
の
被
選
挙
権
を
限
定
し
た
．
下
層
民
衆
は
も
と
よ
り
、
経
済
活
動
に
多

忙
な
有
産
者
層
も
下
院
へ
姿
を
み
せ
な
か
っ
た
。
下
院
議
員
が
教
養
エ
リ
ー

ト
の
集
団
で
あ
り
、
大
部
分
は
財
産
所
有
者
と
官
僚
層
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ

て
い
た
。
鍬
産
所
有
者
で
は
農
業
イ
ン
タ
レ
ス
ト
が
商
工
業
者
に
対
し
優
位

を
占
め
、
官
僚
層
で
は
司
法
官
が
高
い
比
率
を
占
め
て
い
る
。
行
政
官
が
土

地
所
有
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
に
対
し
、
司
法
官
は
、
直
接
に
議
会
に
進
出

し
え
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
…
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
代
弁
し
、
と
く
に
下
級
審

の
司
法
官
は
進
歩
党
内
の
尖
鋭
分
子
と
な
っ
た
。
進
歩
党
で
七
・
四
％
で
あ

っ
た
貴
族
比
率
は
、
保
守
派
で
は
一
〇
〇
％
で
あ
る
。
下
院
の
構
成
要
素
の

中
で
注
目
す
べ
き
三
階
層
の
う
ち
、
地
主
層
は
穀
物
輸
出
イ
ン
タ
レ
ス
ト
と

の
関
係
な
ど
か
ら
、
自
由
主
義
・
反
政
府
派
と
守
旧
派
に
分
裂
し
、
司
法
官

は
進
歩
党
と
中
央
左
派
に
集
中
し
、
行
政
官
は
そ
の
主
要
な
代
弁
機
能
を
保

守
派
の
側
に
も
っ
て
い
た
。

　
各
党
派
の
世
代
構
造
に
つ
い
て
み
る
と
、
新
名
望
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
党
派

内
で
占
め
る
比
率
は
、
高
い
順
に
、
進
歩
党
・
中
央
虎
派
・
自
由
議
会
主
義
同
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盟
・
カ
ト
リ
ッ
ク
派
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
派
・
保
守
派
。
立
憲
派
と
な
り
、
五
〇

年
代
の
貴
族
・
ユ
ン
カ
ー
優
位
の
名
望
家
政
治
の
「
負
債
」
の
強
さ
が
よ
く

示
さ
れ
て
い
る
。
附
記
と
し
て
帝
圏
議
会
の
社
会
構
成
が
考
察
さ
れ
、
展
望

を
与
え
て
い
る
。
　
「
三
　
〔
政
党
組
織
〕
」
で
は
、
政
党
組
織
・
地
方
組
織
・

外
廓
…
組
識
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
圧
縮
に
よ
る
無
理
を
承
知
の
上
で
、
筆
者
な
り
の
関
心
か
ら
、
本

書
の
内
容
を
紹
介
し
て
み
た
。
憲
法
紛
争
を
中
心
と
す
る
政
治
的
な
事
件
・

過
程
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
の
分
析
と
論
述
は
、
著
者
な
ら
で
は
の
明
快
な
も
の

で
、
本
書
の
と
っ
た
視
点
・
分
析
の
た
め
の
概
念
・
枠
組
み
の
有
効
性
を
証

明
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
三
月
革
命
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
自
負
の
要

求
を
　
早
し
て
主
張
し
、
欽
定
憲
法
体
制
を
か
ち
と
り
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

議
会
主
義
の
事
実
上
の
実
現
の
可
能
性
を
ひ
ら
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
性
格

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
憲
法
紛
争
の
ビ
ス
マ
ル
ク
的
解
決
は
、
霜
主
主

義
的
専
制
主
義
へ
逆
戻
り
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
議
会
優
位
の
政
治

体
制
の
実
現
を
阻
ん
だ
も
の
で
、
こ
の
「
負
」
の
問
題
性
に
こ
そ
、
ビ
ス
マ

ル
ク
帝
国
の
政
治
構
造
の
特
質
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
帯
民
革
命

や
産
業
革
命
・
國
民
的
課
題
の
解
決
や
国
際
関
係
・
外
交
問
題
で
い
ろ
い
ろ

の
み
か
た
が
さ
れ
る
三
月
革
命
と
ド
イ
ツ
統
一
に
対
し
、
ま
た
こ
の
二
大
事

件
の
問
の
関
係
に
対
し
、
政
治
構
造
の
視
点
か
ら
鋭
い
問
題
提
起
が
な
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
同
時
に
、
名
望
家
政
治
と
い
う
機
能
概
念
で
捉
え
ら
れ
る
毛
の
の
分
析
・

考
察
が
説
得
的
で
あ
る
だ
け
に
、
政
治
機
能
を
担
う
実
体
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
は
、
一
群
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
の
印
象
を
与
え
る
。
例
え

ば
、
ユ
ン
カ
ー
・
地
主
層
が
穀
物
輸
出
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
保
守

・
自
由
両
派
に
分
裂
し
た
こ
と
。
後
者
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
解

放
運
動
の
起
動
力
と
な
っ
た
社
会
経
済
運
動
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
自
由
貿

易
派
の
有
力
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
一
以
上
の
蕃
実
に
含
ま
れ
る
問

題
が
、
欽
定
憲
法
体
制
内
で
の
貴
族
・
ユ
ン
カ
ー
層
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と

の
争
覇
戦
で
あ
る
憲
法
紛
争
に
お
い
て
も
、
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
。

　
政
治
過
程
も
ひ
ろ
く
政
治
の
社
会
過
程
と
し
て
、
社
会
に
お
け
る
様
々
の

イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
政
治
に
お
け
る
対
立
と
統
合
の
過
程
に
く
み
い
れ
て
掘
下

し
よ
う
と
の
努
力
が
な
さ
れ
、
と
く
に
第
三
章
が
こ
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て

い
る
と
も
い
え
る
。
と
く
に
例
は
あ
げ
な
い
が
、
　
「
社
会
階
層
」
と
し
て
提

示
さ
れ
る
も
の
に
、
一
貫
し
た
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
実
体
概
念
の

示
す
も
の
，
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
結
語
で
、
　
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
〃
ヒ
ト
ラ
ー
に
到
ら
な
か
っ
た
道
”
の
可

能
性
と
限
界
」
と
い
う
西
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
の
研
究
の
い
く
つ
か
を
貫
く

問
題
提
起
（
四
頁
）
に
対
し
て
は
、
憲
法
紛
争
の
「
成
り
行
き
い
か
ん
に
…
・
：

そ
の
後
の
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
史
の
相
貌
は
す
く
な
か
ら
ぬ
影
響
を
う
け

た
」
　
（
三
〇
六
頁
）
と
の
立
揚
が
蓑
明
さ
れ
て
い
る
。
主
体
的
に
は
ブ
ル
ジ

ョ
ア
自
由
主
義
の
メ
イ
ン
・
カ
レ
ン
ト
が
費
族
・
ユ
ン
カ
ー
の
政
治
的
優
越

へ
の
挑
戦
を
断
念
し
た
こ
と
、
三
級
選
挙
制
一
名
望
家
政
治
制
度
と
い
う
客

観
条
件
に
阻
ま
れ
た
大
衆
的
背
景
の
動
員
の
不
可
能
性
が
、
歴
史
の
現
実
を

つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

　
憲
法
紛
争
は
、
　
「
政
治
的
表
皮
に
お
け
る
激
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

深
度
と
広
が
り
は
限
定
さ
れ
た
枠
組
の
な
か
で
の
名
望
家
層
の
争
覇
戦
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
」
　
（
三
〇
二
頁
）
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
結
末
は
「
帝
國
全

体
の
体
質
に
、
大
衆
民
主
主
義
の
醸
成
化
に
対
す
る
強
い
抵
抗
性
を
も
た
し

め
…
…
名
望
家
的
体
質
は
、
ド
イ
ツ
近
・
現
代
史
の
胎
内
に
、
大
衆
亭
主
主

148 （854）



議
の
醸
成
↓
開
花
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
に
お
け
る
『
負
』
の
遺
産
と
し

て
、
消
え
る
こ
と
な
く
存
続
し
た
の
で
あ
る
」
（
三
〇
九
頁
）
。
す
な
わ
ち
、

君
主
主
権
と
議
会
主
権
と
の
二
つ
の
原
理
を
内
包
す
る
欽
定
憲
法
体
制
の
ジ

レ
ン
マ
の
発
露
と
し
て
の
憲
法
紛
争
は
、
名
望
家
政
治
体
制
の
枠
内
に
限
定

さ
れ
た
政
治
紛
争
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
優
位

一
議
会
権
限
拡
大
の
展
望
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
三
級
選
挙
制
度
に

よ
る
持
続
的
な
大
衆
の
閉
め
出
し
に
よ
っ
て
、
大
衆
民
主
主
義
段
階
に
も
名

望
家
政
治
の
色
濃
い
政
治
構
造
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
プ
ロ
イ
セ

ン
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
ド
イ
ツ
に
こ
の
特
徴
を
刻
印
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

第
二
帝
政
・
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
・
ナ
チ
ズ
ム
、
さ
ら
に
遡
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン

改
革
・
三
月
前
期
・
三
月
革
命
・
ビ
ス
マ
ル
ク
帝
国
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ

け
て
把
握
す
る
か
は
、
ド
イ
ツ
近
・
現
代
史
の
基
本
的
問
題
で
あ
り
、
と
く

に
ナ
チ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
連
続
・
非
連
続
説
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
尖
鋭
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
　
「
名
望
家
的
体
質
が
根
強
く

残
存
し
つ
つ
も
、
い
か
に
稀
薄
化
し
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ

ル
な
視
点
」
　
（
三
〇
九
頁
）
の
生
み
出
す
成
果
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

　
本
書
は
百
六
〇
点
も
の
史
料
・
研
究
文
献
を
利
用
し
て
お
り
、
こ
の
点
で

も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
自
由
主
義
と
大
衆
民
主
主
義
に
つ
い

て
の
6
評
Q
α
〇
三
〇
甑
Φ
鴫
、
レ
ァ
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
に
つ
い
て
の
司
騨
σ
o
『
、
社

会
経
済
的
関
連
に
つ
い
て
の
N
o
ヨ
の
論
文
（
い
ず
れ
も
属
N
）
は
引
用
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ひ
か
れ
て
い
る
が
、
東
独
の
研

究
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
を
た
ず
ね
て
み
た
い
。

（
A
5
判
本
文
三
一
三
頁
、
索
引
五
頁
昭
和
四
十
七
年
二
月
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
刊
　
定
蜥
…
二
〇
〇
〇
円
）
　
　
（
広
島
大
学
助
教
授
・
広

評書
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